
供給業又は熱供給
するものにあって
工場の種類 )

特定工場の敷地面積

特定工場の建築面積

特定工場における生

特定工場における緑

工業団地の面積並
地の環境施設の配置

隣接緑地等の面積
担する費用

特 定 工場 の 新設 (変
事の開始の予定日

整 理 番 号

受 理 年 月 日

様 式 B

特 定 工 場 新 設 (変 更 )届 出 及 び 実 施 制 限 期 間 の 短 縮 申 請 書 (一 般 用 )

年 月 日

（ 宛 先 ） 岡 崎 市 長

住 所 岡 崎 市 十 王 町 ２ 丁 目 ９ 番 地

届 出 者 氏 名 又 は 名 称 岡 崎 市 株 式 会 社

代 表 者 氏 名 取 締 役 社 長 岡 崎 太 郎

(担 当 者 ) 商 工 労 政 課 岡 崎 一 郎

（ 電 話 ） 0564-23-6289

工場立地法第６条第 １項 (第７条第１ 項、第８条第１項、工場立 地の調査等 

に関 する 法 律の 一部 を改 正す る法 律 (昭和 ４８ 年法 律第 １ ０８ 号。 以下 ｢一 部

改正法｣という 。 )附則 第３条第 １項 )の 規定 により、 特定工 場の 新設 (変更 )に
つ い て 、 次 の と お り 届 け 出 る と と も に 、 工 場 立 地 法 第 11 条 第 1 項 の 期 間 の

短 縮 方 申 請 し ま す 。

工 場 で 製 造 加 工 を

行 う 製 品 名 及 び 日

本 標 準 産 業 分 類 の

４ ケ タ 番 号 を 記 載

す る こ と 。製 品 の 変
更 の 場 合 は 、 変 更 

更 後 に 区 分

し 、そ れ ぞ れ 記 載 す
る こ と 。

の に あ っ て は 加 工 修 理 の
2 内 容 、 電 気 供 給 業 、 ガ ス

業 に 属
は 特 定

自動車部分品・付属品
製 造 業

燃 料 コ ッ ク
（ 細 分 類 ３ １ １ ３ ）

自 動 車 部 分 品 ・ 付 属 品 製 造 業
燃 料 コ ッ ク（ 細 分 類 ３ １ １ ３ ）

航 空 機 ・ 同 付 属 品 製 造 業
胴 体 部 分 （ 細 分 類 ３ １ ４ ９ ）

3
4
5

変 更 前 ２ ５ ， ０ ０ ０ ㎡

産 施 設 の 面 積 別 紙 1 の と お り

地 及 び 環 境 施 設 の 面 積 及 び 配 置 別 紙 ２ の と お り

び に 工 業 団 地 共 通 施 設 の 面 積 及 び 工 業 団

及 び 配 置 並 び に 負 担 総 額 及 び 届 出 者 が 負

更 ) の た め の 工

別紙３のとおり

別 紙 ４ の と お り

平 成 18 年 ３ 月 20 日
平 成 18 年 ３ 月 20 日

該当がない
場合は斜線
を記載する
こ と 。

※

※

※

審

査

結

果

※

備

考

代 理 人 が 届 け 出 る 場 合 は 、 代 理 者
か ら の 届 出 に つ い て の 一 切 の 権 限
を 委 任 す る 旨 の 委 任 状 を 添 付 し 、
本 人 及 び あ て 先 、 氏 名 又 は 代 理 人
の 名 称 ・ 住 所 ・ 代 表 者 氏 名 を 記 載
す る こ と 。

担 当 者 は 、実 質 的

な 担 当 者 の 所 属

課 名 、氏 名 、電 話

番 号 を 記 載 す る

こ と 。今 回 の 届 出 に 該 当 す る 法 律 条 項 以 外 は 線 で 消 す こ と 。

特 定 工 場 に お け る 製 品
( 加 工 修 理 業 に 属 す る も

変 更 前 変 更 後

1 特 定 工 場 設 置 の 場 所 愛 知 県 岡 崎 市 十 王 町 ２ 丁 目 ９ 番 地 （ 岡 崎 工 場 ） 前 、 変

6

7

変 更 後 ２ ９ ， ０ ０ ０ ㎡

変 更 前 ６ ， ８ ０ ０ ㎡ 変 更 後 ８ ， ８ ０ ０ ㎡

8

9
造 成 工 事 等

施 設 の 設 置 工 事

実 施 制 限 期 間 の 短 縮 後 の
工 事 開 始 予 定 日 を 記 載 す
る こ と 。

・変 更 の あ る 事 項 は 該 当 す る 欄 を 

変 更 前 と 変 更 後 に 区 分 し て 記 載
す る こ と 。
・ 小 数 点 以 下 は 切 り 捨 て る こ と 。

※令和２年12月28日より
押印不要です。


